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第 一 章    総則 

 

（適用範囲） 

第１条 本特記仕様書は、「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務」（以下、「本業務」とい

う。）に適用するものとする。 

 

（目的） 

第２条 本業務は、これまでに国及び大分県が公表した河川洪水による浸水想定区域図に加え、

新たに大分県が公表する市内を流域とした中小河川における浸水想定区域図等に基づき、

大雨等を起因とした場合の外水による浸水予測及び浸水範囲を示すハザードマップを作成

するとともに、内水氾濫について、大分市が公表した地域においては、その浸水範囲につ

いても併せて表現することにより、避難方法等に係る情報を住民に広く提供し、被害を最

小限にとどめることを目的とした「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務」を作成

することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 本特記仕様書において、「発注者」とは委託者である大分市をいい、「受託者」とは受注

者をいい、「担当職員」とは「発注者」が指定する本業務の大分市担当職員をいうものとす

る。 

 

（競争参加資格） 

第４条 本業務において、受託者は次に掲げる条件を全て満たすものであるものとする。 

・大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格要領（平成１７年大分市告

示第１７００号）により、業種区分 「測量」及び「土木コンサル（河川、砂防及び海

岸・海洋）」について参加資格の認定を受けている者であること。 

・大分県市町村物品等入札参加資格で「物品の製造／販売」、「小分類 その他印刷類」、

「細分類 地図印刷」について参加資格の認定を受けている者であること。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ない者及び同条第２項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であるこ

と。 

・公告日から入札予定日までの間のいずれかの日においても、大分市建設工事等に係る

指定停止等の措置に関する要領（平成１２年大分市告示第４７７号）又は大分市物品等

供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領（平成２１年大分市告示第５３３号）に

基づく指名停止期間中ではないこと。 

・公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力

団排除に関する措置要綱（平成２４年大分市告示第３７７号）に基づく排除措置期間中

でないこと。 

・入札予定日以前３月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実

又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６

４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条（会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によること

とされる場合を含む。）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法（平成

１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の

申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開
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始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生

手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て

又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画

の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

・告示日において、大分市に本店又は大分市との契約について委任を受けた営業所（支

店）があること。 

・令和元年度（契約締結日基準）以降に元請として地方公共団体等が発注したハザード

マップ（ため池ハザードマップを除く）作成業務の完了実績を３件以上有するものであ

ること。 

     

（準拠すべき法令、基準等） 

第５条 本業務は本特記仕様書によるほか、次の各種法令及び規則等に準拠して実施するものと

する。 

・災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

・水防法（昭和２４年法律第１９３号） 

・河川法（昭和３９年法律第１６７号） 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

（平成１２年法律第５７号） 

・大分県地域防災計画（令和７年８月改訂） 

・大分市地域防災計画（令和７年３月改訂） 

・大分市各種ハザードマップ 

・水害ハザードマップ作成の手引き 

（令和５年５月 国土交通省水管理・国土保全局） 

・土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン 

（令和２年１０月 国土交通省水管理・国土保全局） 

・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和３年５月 内閣府） 

・新たなステージに対応した防災・減災のあり方（平成２７年１月 国土交通省） 

・まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き 

（平成２９年６月 国土交通省河川局） 

・避難情報に関するガイドライン（令和３年５月内閣府） 

・水害ハザードマップ作成時等におけるチェックシートの活用について 

（令和５年９月 国土交通省水管理・国土保全局） 

・大分市契約事務規則 

・個人情報保護法 

・その他関連法令並びに通達 

 

（提出書類） 

第６条 受託者は本業務を実施するにあたり、業務着手前に特記仕様書及び発注者の契約規則、

財務規則等に準拠し、次の書類を担当職員に提出し承諾を得なくてはならないものとす

る。計画を変更しようとする場合も同様とする。 

・管理技術者及び照査技術者選任通知書（業務経歴書を含む） 

・業務工程表 

・業務計画書 

・その他発注者が必要と認める書類 
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２． 管理技術者及び照査技術者は、資格証及び直接雇用を証明する資料の写しを提出するも

のとする。 

 

（担当職員） 

第７条 発注者は、本業務の適正な履行を図るため、担当職員を定めるものとする。 

２． 担当職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務

を行うものとする。 

 

（管理技術者） 

第８条 管理技術者は、当該業務の技術上の管理、成果品の品質確保および地理空間情報のコン

サルティングを行うものとし、令和元年度以降に地方公共団体が発注した水害に関わるハ

ザードマップ（ため池ハザードマップを除く）作成業務の完了実績を有し、次の資格を有

する者とする。 

・技術士（河川、砂防及び海岸・海洋）若しくはＲＣＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）

のいずれか。 

 

（照査技術者） 

第９条 照査技術者は、業務の節目及び成果品完成時において品質管理を行うものとして、地方

公共団体が発注した水害に関わるハザードマップ（ため池ハザードマップを除く）作成業

務の完了実績を有する者とする。 

２．照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできないものとする。 

 

（担当技術者） 

第１０条 担当技術者は、業務を遂行する上で必要となる専門的な技術を有したものとし、そのう

ち 1 名以上は、令和元年度以降に地方公共団体が発注した水害に関わるハザードマップ

（ため池ハザードマップを除く）作成業務の完了実績を有する者とする。 

２． 担当技術者は、管理技術者もしくは照査技術者と同一の者が兼務することはできないも

のとする。 

 

（情報セキュリティ及び品質確保） 

第１１条 受託者は、業務の遂行上、知り得た情報を他に漏らしてはならず、貸与についても予め

発注者の承認を得たもの以外は、一切外部に漏らしてはならないものとする。 

２． 受託者は、本業務に関連して秘密漏洩等の問題が生じた場合は一切の責任を負うととも

に以後の処理については発注者の指示に従うものとする。 

３． 受託者は、本業務を行う上で、取り扱う行政情報（貸与資料等）に対してのセキュリテ

ィ管理の徹底を保証し、成果品の品質を確保する為、次の関係資格を業務着手時までに取

得し登録証（認定書）の写しを提出するものとする。 

管理技術者及び契約者（契約受任者含む）の所属部署/場所にて取得 

・ＩＳＯ ９００１（品質マネジメントシステム） 

・ＩＳＯ １４００１（環境マネジメントシステム） 

・ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）   

・ＪＩＳ Ｑ １５００１（個人情報保護マネジメントシステム） 

  企業にて取得 

・ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７０１７ 

（情報クラウドセキュリティマネジメントシステム） 
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・ＩＳＯ ５５００１（アセットマネジメントシステム） 

・ＡＳＰ・ＳａａＳの安全・信頼性に係る情報開示認定制度 

 

（貸与資料） 

第１２条 本業務において発注者から貸与される資料等について、受託者は必ず借用書を提出し、

その重要性を認識し良識ある判断に基づき、資料等の破損、滅失及び盗難等の事故のない

ように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。 

２． 貸与資料のうちデータ関係の受け渡し方法はセキュリティ確保の観点から、受注者が推

奨している総合行政ネットワークを利用し、ＳＳＬ暗号化通信を採用したファイル転送サ

ービスの利用を基本とする。ただし、このサービスにより受渡しが不可能な場合のみ、双

方が定めたパスワードにより閲覧可能となるＵＳＢハードディスクで行うものとし、その

輸送や保管に関し厳重な管理を行うものとする。 

３． 作業期間中であっても発注者から資料返却の要請があった場合は、速やかに返却を行う

ものとする。 

４． 本業務終了後は速やかに返却（データ関係は消去）しなければならないものとする。万

が一汚損・破損・紛失の場合は受注者において一切の責任を負うものとする。 

 

（工程管理） 

第１３条 受託者は、業務計画書に基づき本業務を実施し、進捗状況を担当職員に報告するとともに、

適正な工程管理を行うものとする。 

２． 受託者は、各作業工程終了後に照査技術者が検査を行い、検査結果を担当職員に報告する

ものとする。 

 

（損害賠償） 

第１４条 受注者は、本業務に生じた事故及び第三者に与えた損害に対し、一切の責任を負い、延

滞なく発生原因、経過、被害内容等の状況を発注者に報告し、発注者の指示に従うものと

する。なお、損害賠償等の請求があった場合は、一切の処理を受注者の責任において行う

ものとする。 

 

（疑義の解決） 

第１５条 本特記仕様書に明記されていない事項、その他不明な事項等について疑義を生じた場合

は、発注者と受注者の協議の上、発注者の指示に従うものとする。なお、契約書及び本仕

様書は、業務の主要事項のみを示したものであり、ここに規定されていない事項が発生し

た場合、業務遂行上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければなら

ないものとする。 

 

（委託内容の変更等） 

第１６条 発注者は、受託者と協議し、必要があると認めるときは、委託内容を変更することがで

きるものとする。 

 

（一括再委託の禁止） 

第１７条 受託者は業務等の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者

に委任し、又は請け負わせてはならないものとする。 

２． 受託者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする時は、予め発注者の

承諾を得なければならないものとする。 
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３． 発注者は受託者に対して、業務等の一部を委任し、又は請け負わせた者の照合又は名称

その他必要な事項の通知を請求することが出来るものとする。 

 

（中間検査等） 

第１８条 受託者は作業の終了したものについて、発注者より中間成果品の提出を求められた場

合、速やかに提出し発注者の指定する日時に中間検査を受けなければならないものとす

る。 

 

（バックアップの保管） 

第１９条 受託者は本業務の成果品納入後に発注者から要請があった場合、保管書を発行の上 バッ

クアップデータを保管するものとする。なお、保管期間及び場所、方法については発注者

と協議の上 決定するものとする。 

 

（納品検査及び引渡し） 

第２０条 受託者は本業務が完了した時は、延滞無く特記仕様書に示す成果品を実績報告書ととも

に提出し､調査職員及び管理技術者の立会いのうえ､検査職員の検査を受けるものとする。

 検査内容は、次に掲げるものとする。 

・本業務成果品の検査 

・本業務管理状況の検査 

２． 本業務管理状況については､書類、記録及び写真等により検査を行うものとする。 

３． 発注者は検査の結果、適合しない場合は期限を定めて受託者に成果品を再提出させるこ

とができるものとする。 

４． 受託者は速やかに修正の上 指定日までに納入しなければならないものとする。この場

合、再提出する費用は受託者の負担とする。 

 

（瑕疵担保） 

第２１条 成果品引き渡し後、１年間に受託者の責による成果品の誤り、漏れが発見された場合に

は、速やかに受託者の負担により成果品の修正を行うものとする。但し、受注者の責によ

る重大な誤り等があった場合についてはこの期間によらず、受注者の負担により成果品の

修正を行うものとする。 

 

（業務カルテの作成、登録） 

第２２条 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が１００万円以上の業務について、業

務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報と

して作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから担当職員にメール送信し、担

当職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、１５日（休日等を除く）以内に、登録

内容の変更時は変更があった日から、１５日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了

後、１５日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければなら

ない。 

     なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は８

名までとする）。 

     また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に担当職員にメール送信

されるため別途提出の必要はない。 

     なお、変更時と完了時の間が、１５日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の
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提出を省略できるものとする。 

 

（成果品の帰属） 

第２３条 本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受託者は発注者の許可な

く使用してはならないものとする。 

 

 

 

第 二 章   業務概要 

 

（業務対象範囲） 

第２４条 本業務の対象範囲は、大分市内の洪水及び内水氾濫想定区域及びその周辺全域とする。 

 

（業務概要） 

第２５条 本業務における業務概要は、次のとおりとする。 

・計画準備      一式 

・資料収集整理     一式 

・災害情報の整理     一式 

・避難情報の整理     一式 

・記載事項の検討     一式 

・ハザードマップ原案の作成    一式 

・ホームページ等公開用データ作成   一式 

・ハザードマップの印刷          ３００,０００枚 

・報告書作成      一式 

・打合せ協議      ６回 

 

（履行期間） 

第２６条 本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和９年２月１日までとする。 

 

 

 

第 三 章    業務内容 
 

（計画準備） 

第２７条 本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施にあたっ

ての技術的方針及び作業スケジュールを検討し、業務計画書を立案・作成を行うものとす

る。 

 

（資料収集整理） 

第２８条 洪水ハザードマップの作成にあたり、災害に対する地域の現況把握のために必要と考え

られる次の資料を収集、整理を行うものとする。 

・基盤地図情報（国土地理院） 

・大分市共用地図データ 

・都市計画基礎調査データ 
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・河川浸水想定区域図及び報告書（国及び大分県） 

・中小河川浸水想定区域図及び報告書（大分県） 

・内水浸水想定区域図及び報告書 

・浸水実績図または浸水実績に関する資料（広報、被災写真等） 

・土砂災害警戒区域および特別警戒区域データ（大分県） 

・大分県地域防災計画 

・大分市地域防災計画 

・避難所及び公共施設や防災関連施設に関する資料 

・災害時要配慮者施設情報（位置、名称） 

・地区界、学校区界に関する資料 

・家屋倒壊等氾濫想定区域図 

・住民への周知が必要と思われる危険箇所（アンダーパス、地下道等）資料 

・その他ハザードマップに記載すべき情報 

 

（災害情報の整理） 

第２９条 国及び大分県が公開する河川及び中小河川浸水想定区域図及び土砂災害警戒区域等につ

いて、ハザードマップを作成する上で必要となる基礎的資料として地理情報システム（Ｇ

ＩＳ）データとして整理を行うものとする。 

２． 本業務の対象地域における河川氾濫や土砂災害等に関する地形特性や災害特性等を把握

するため、ハザード情報を基に主な箇所（２０箇所程度を見込む）について現地踏査を行

い、現地踏査報告書（任意様式）として報告を行うものとする。 

３． 大分市が公表する内水による浸水想定区域図を基に、上記同様にＧＩＳデータとして整

理を行うものとする。なお、本ハザードに関わる現地踏査は、含まないものとする。 

 

（避難情報の整理） 

第３０条 災害時に適切な避難を実施するための基礎資料として、浸水が予測される区域について

次の避難情報を整理するものとする。 

・避難所の整理 

対象ハザードによる被害の特性、施設の安全性等を踏まえ、水害時に利用可能な

避難所の選定を行うものとする。 

・避難時の危険箇所の整理 

浸水エリア、浸水実績、土砂災害の位置、大分市共用地図データを基に陰線処理

を行ったアンダーパスデータ等、収集整理した資料を基に、危険箇所の整理を行

うものする。 

・災害時要配慮者施設の状況把握 

災害発生時、乳幼児、身体障害者、高齢者等は自力で避難が困難と考えるため、

浸水想定区域ならびに土砂災害の影響を受ける可能性があるエリアにある施設の

状況等の把握を行うものとする。 

２． 避難情報を整理するにあたっては、本業務にて収集した各種防災情報についてＧＩＳデ

ータとして整理するものとする。 

 

（記載事項の検討） 

第３１条 災害時に住民が円滑かつ迅速な避難が行える情報の提供を図るハザードマップとするた

め、住民にとってわかりやすい範囲を示した図郭の検討を行った上で、「水害ハザードマッ
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プ作成の手引き（令和５年５月） 国土交通省水管理・国土保全局」に準拠したハザードマ

ップの記載内容を検討するものとする。 

２． 特に情報・学習編においては、水害時の避難行動（立退き避難が基本、外出困難な場合

は屋内安全確保、タイムライン等）について、受注者における過年度の作成実績等に基づ

く提案を行った上で、わかりやすく記載するものとする。 

３． ハザードマップに記載する避難所の表示は、ＪＩＳにて規格化された防災に関するピク

トグラム（図記号）を採用するものとする。 

４． なお、次の事項についても、受注者におけるハザードマップ作成に関する業務経験に基

づき、有効な作成方針を提案し、マップの品質向上を図るものとする。 

・幅広い年齢層の市民に向けた理解しやすいレイアウト構成 

・各種ハザードに関する情報の表現方法（凡例、色調） 

・小・中学校における防災学習への活用に向けたデザインの導入 

・タイムラインの考えを導入した避難行動への誘導 

 

（ハザードマップ原案の作成） 

第３２条 前条までの情報整理結果に基づき、記載事項や表現方法の最終方針を確定し、ハザード

マップ原案データの作成を行うものとする。 

２．ハザードマップ原案の規格は、次のとおりとする。 

・規格   ：Ａ１サイズ、ポスター版（両面（表面/地図面、裏面/情報面）、 

Ａ４折り 

・原案数  ：１３枚（予定） 

・色数   ：フルカラー 

・データ形式：イラストレータ（Ａⅰ形式）とする。 

３．原案枚数については、受注者により検討した上で、担当職員との協議により決定する。 

４．原案は地区ごとに作成し、完成後、その都度担当職員の確認を受けることとする。 

  ５．作成した防災マップ原案データを基に、河川及び中小河川（内水を除く）について、災害

対応時に基本情報図として使用する庁内全域図（Ａ０サイズ：1枚）の作成を行うものと

する。 

 

（ホームページ等公開用データの作成） 

第３３条 ハザードマップ原案に基づき、大分市ホームページ等での公開用データとして、電子デ

ータ（ＰＤＦ、ＪＰＧ形式）の作成を行うものとする。データファイルについてはおおい

たマップのデータファイル形式（Ｓｈａｐｅデータ）に合わせるものとする。データファ

イルの変更費用が発生する場合は受託者にて負担を行うものとする。 

  ２． 公開前にベンダーロックインを排除している統合型ＧＩＳにハザードマップデータのセ

ットアップを行い、既に運用している全てのハザードマップ（津波、洪水、土砂災害等）

と重ね合わせ、関係各課に確認を依頼し、承認を得て公開用データの作成を行うものとす

る。 

３． 作成するデータについては、汎用ＰＣやスマートフォンでの閲覧が容易に行えるよう、

配慮したものとする。 

 

（ハザードマップの印刷） 

第３４条 ハザードマップ原案データに基づき、地域住民への配布用ハザードマップの印刷を行う

ものとする。 
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・規格  ：Ａ１版、両面（地図面・情報面）、原案１３枚（予定）、Ａ４折り 

・仕様  ：両面フルカラー、マット紙１１０ｋｇ/㎡ 

・印刷枚数：３００,０００枚 

２． 原案毎の印刷部数の内訳については、別途、担当職員より指示を行うものとする。 

３． 印刷物については、受託者は発注者が指定する業者へ引き渡すものとする。 

 

（報告書作成） 

第３５条 本業務による「資料収集整理」から「ハザードマップの印刷及び仕分け」までの内容につ

いて、わかりやすく報告書としてとりまとめを行うものとする。 

２． 報告書内容を電子データとしてとりまとめ、ＤＶＤ-Ｒ等の電子媒体の作成を行うものと

する。 

 

（打合せ協議） 

第３６条 本業務の打合せ協議は、業務の進捗に応じて行うものとする。打合せ回数は業務着手時、

成果品納品時を含め６回を基本とするが、発注者の要請及び業務遂行上 必要と思われる場

合は適宜実施するものとする。 

２． 初回協議では業務実施計画書による業務レビュー、業務プロセスの確認と今度の展開、終

回では納品前の事前確認を行うものとする。いずれの協議もＩＳＯ９００１に則った形で

適切に行うものとする。 

３． 本業務の実施期間中において、受注者は発注者と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければ

ならないものとする。打合せ事項について受注者は、その都度別に定める｢打合せ記録簿｣を

発注者へ提出し、発注者の承諾（押印）後に各１部ずつ保管するものとする。 

４． 業務効率化を考慮し、電話、電子メール、ＴＶ会議システム等を積極的に活用するものと

する。適正な業務の遂行を図るため、また手戻りの生じないように監督員と密接な連絡をと

りその都度打合せ議事録を作成し、相互に確認するものとする。 

５． 打合せ協議は、業務着手時、中間時：４回、成果納品時の計６回を想定しているが、業務

着手時及び成果品納品時には管理技術者が立ち会うものとする。 

 

 

 

第 四 章   成果品 

 

（成果品） 

第３７条 本業務で納入すべき成果品は、次のとおりとする。 

・業務報告書（Ａ４版チューブファイル）      １部 

   ・大分市中小河川洪水及び内水ハザードマップ（Ａ４判） ３００,０００部 

・大分市中小河川洪水ハザードマップ 全域図         １部 

（Ａ０判、インクジェット印刷） 

・電子データ（DVD-R等）          １部 

①印刷用データ（Ai形式） 

②ホームページ公開用データ（PDF、JPG形式） 

③ＧＩＳデータ（shape形式） 

④「おおいたマップ」搭載用データ 
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・打合せ記録簿         一式 

・その他発注者と受注者との協議により決定したもの        一式 

２． 電子成果品の提出にあたっては、ウィルスチェックを実施した上で、提出を行うものとす

る。 


